
出店条件 

営業日時 

住吉公園汐かけ横丁
出店のご案内 

 

一般の飲食店と違い、複数店舗からなる横丁には様々なルールがあります。
また、大阪府の公園内のため公園のルールもございます。 
それらを守っていただかなくてはいけません。
代表的なものは以下のとおりです。 

・申請した営業時間は開店、閉店とも遵守していただきます。 
・営業時間は、常時店舗責任者と連絡が取れる状態にしてください。 
・売上については全て指定したレジシステムを通してください。 
・当施設はキャッシュレス決済を推奨しております。

推進にご協力をいただきます。 
・店の外は公園内となっていますので、店の外に物を置く際は申請が必要に

なります。 
・トイレ等の施設の掃除は店舗で当番制になります。 
・Instagramで店舗の情報発信をしていただきます。 
・店内は常に清潔に保つよう掃除の徹底をしてください。 
・喫煙は指定された場所以外は禁止となります。 
・月に1回以上のテナント会がございます。必ず出席ください。 

テナント会での決定事項は全店舗合意として実施いただきます。 

施設の定休日は毎週水曜、もしくは木曜日のどちらか1日となっています。 
ただし、定休日の場合でも営業希望があれば営業することが可能です。
営業時間は11時〜23時で営業となります。 
基本的には毎日7時間以上お店をオープンしていただきます。 
 
営業時間例） 
A 11:00〜14:00 17:00〜21:00 
B 16:00〜23:00 
C 09:00〜18:00 


